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2019（H31、R元）年度 2020（R2)年度 2021（R3）年度

プ
ラ
ン

・個人住民税の特別徴収完
全実施

進
捗
・
実
績

・ペイジー口座振替受付
サービスに対応する金融機
関の拡充に向け協議済

・特別徴収完全実施に伴
い、eLTAXによる地方税共
通納税システムの利用推進
など事業主等へ継続した
フォローアップを実施した。

・家宅捜索や差押えなど滞
納整理の推進を図るととも
に、納税者の個別事情に対
応した生活再建型の徴収を
行った。

【R元年度市税収納率】
97.38％

・スマホ収納決済(キャッシュ
レス決済）導入に向けた検
討・研究を行い、令和4年度
からの導入に向け準備を進
めた。

・特別徴収義務者に文書を
送付する際、eLTAXによる
地方税共通納税システムの
周知文書も配布し、継続した
フォローアップを実施した。

・コロナ禍で例年のような家
宅捜索は実施できていない
が、差押えなどで滞納整理
の推進を図るとともに、納税
者の個別事情に応じた生活
再建型の徴収を行った。

【R2年度市税収納率】
97.41%

・スマホ収納決済の導入に
向け、事前準備作業（申請
手続き、電算システムの改修
等）を完了し、令和4年度か
ら導入した。

・特別徴収の事業主等へ継
続したフォローアップを実施
するとともに、新規事業所の
特別徴収実施を推進した。

・滞納整理については、預
貯金照会のデジタル化を進
めるなど効率化、迅速化を
図り、差押えなどの滞納整理
を推進した。

【R3年度市税収納率】
97.77%

・ペイジー口座振替受付サー
ビスに対応する金融機関の
拡充に向け検討した。

・特別徴収完全実施に向け、
県と連携し指定予告通知書
を送付した。

・家宅捜索や差押えなど滞納
整理の推進を図るとともに、
納税者の個別事情に対応し
た生活再建型の徴収を行っ
た。

【H30年度市税収納率】
97.11％

分野　（1）業務改革

（1）業務改革－○歳入確保

取組予定・目標

2018（H30）年度

・新しい納付チャネル導入の
検討、研究
・滞納整理の推進

№ 取組名
区
分

概要（内容）担当部署

  納税者の納税環境の向上のた
め、インターネット社会において
新しく生み出される納付チャネル
導入の検討・研究を行う。

　また、個人住民税の特別徴収
を完全実施するほか、滞納整理
については、悪質な滞納者に対
して、厳正に滞納処分を執行し
ていく。なお、担税力に欠ける納
税者に対しては、十分に留意し
ていく。

1
市税収納率
の向上

税務課

じ

1



2019（H31、R元）年度 2020（R2)年度 2021（R3）年度

取組予定・目標

2018（H30）年度
№ 取組名

区
分

概要（内容）担当部署

プ
ラ
ン

・庁内で連携し、プロジェクト
を起こし、全国に発信

・返礼品割合、地場産品の
基準（寄附金額に対する返
礼品の割合が３割以下、返
礼品は地場産品のみ）に適
合している申し出を行い、
R1.6.1からR2.9.30まで、ふ
るさと納税対象自治体とし
て、総務大臣の指定を受け
た。

・様々な媒体（雑誌や、ター
ゲットを絞った新聞広告な
ど）を使って、魅力ある特産
品をアピールした。

・丸亀城石垣修復プロジェク
ト支援のため、ふるさと納税
返礼品として「ゴトプラ」丸亀
城を製作。
・企業版ふるさと納税の寄附
申し出件数1件

【R元年度ふるさと納税寄附
金額、企業版ふるさと納税
寄附金額】　89,910千円、
3,000千円

・ふるさと納税ポータルサイト
の拡充として、新たなポータ
ルサイト（「楽天ふるさと納
税」、「ふるさと納税ニッポ
ン！」）を導入した。

・企業版ふるさと納税は、令
和2年度の税制改正による
国の認定手続の簡素化によ
り、「丸亀市未来を築く総合
戦略」に基づく地域再生計
画において包括的に事業認
定された。また、税額控除額
割合の引上げなど、企業側
にとっても寄附しやすい環境
整備が進んだ。

・企業版ふるさと納税の寄附
申し出件数2件

【R2年度ふるさと納税寄附金
額、企業版ふるさと納税寄
附金額　110,298千円、
2,000千円】

・ふるさと納税業務を、専門
業者に委託しそのノウハウを
活かし、寄附金額の増、丸
亀市の新たな特産品の発掘
に取り組んだ。

・企業版ふるさと納税は、「丸
亀市未来を築く総合戦略」
に基づく地域再生計画にお
いて包括的に事業認定がさ
れたが、企業が寄附をしや
すいように、事業の周知や
マッチングを行った。

・企業版ふるさと納税の寄付
申し出件数4件

【R3年度ふるさと納税寄附金
額、企業版ふるさと納税寄
附金額　129,697千円、
5,100千円】

広聴広
報課

・ふるさと納税の活用事業に｢
子育てするなら丸亀｣を目指
す事業、「日本一の高さを誇
る丸亀城石垣を修復する事
業」を新たに加えた。

・庁内で連携し、地方創生
（企業版ふるさと納税）のプロ
ジェクトを決定し、寄附申し出
を受けた（１件）

【H30年度ふるさと納税寄附
金額】　141,671千円

進
捗
・
実
績

　特産品などを返礼品とすること
や、ふるさと納税を特色ある事業
に活用することで、ふるさと納税
を推進するとともに本市の魅力を
全国に発信する。

　また、本市の地方創生のプロ
ジェクトを民間企業にアピール
し、企業版ふるさと納税を推進す
るほか、総務省が推進するクラウ
ドファンディング型ふるさと納税
の活用を図る。

・ふるさと納税活用事業の追
加（子育て支援）
・庁内で連携し、プロジェクト
を起こし、全国に発信

2
ふるさと納税
の推進
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2019（H31、R元）年度 2020（R2)年度 2021（R3）年度

取組予定・目標

2018（H30）年度
№ 取組名

区
分

概要（内容）担当部署

プ
ラ
ン ・新庁舎における広告ス

ペースの確保

進
捗
・
実
績

・公用車広告、周辺案内図、
モニター広告を継続実施
し、財源確保に努めた。

【R元年度広告収入】
公用車：1,831,200円
周辺案内図：400,000円
ﾓﾆﾀｰ広告：699,840円

・公用車広告、周辺案内図、
モニター広告を継続実施
し、財源確保に努めた。新
庁舎においても広告事業を
導入するため、広告付きデ
ジタル案内機器のプロポー
ザルを実施し、財源確保に
努めた。

【R2年度広告収入】
公用車：1,755,600円
周辺案内図：419,725円
ﾓﾆﾀｰ広告：689,806円

・公用車広告及び新庁舎に
設置した広告入り周辺案内
板及びデジタル案内機器設
置事業にて広告事業を継続
実施し、財源確保に努め
た。

【R3年度広告収入】
公用車：1,386,000円
周辺案内板：1,200,000円

プ
ラ
ン

進
捗
・
実
績

・ネーミングライツ等広告事
業からの収入の確保に努め
た。

【R元年度収入】
球場ネーミングライツ：
7,590,000円
球場広告料：3,705,000円
球場広告（公園）使用料：
1,108,800円

・ネーミングライツ等広告事
業からの収入の確保に努め
た。

【R2年度収入】
球場ネーミングライツ：
6,600,000円
球場広告料：4,152,500円
球場広告（公園）使用料：
1,047,200円

・ネーミングライツ等広告事
業からの収入の確保に努め
た。
【R3年度収入】
球場ネーミングライツ：
6,600,000円
球場広告料：3,272,500円
球場広告（公園）使用料：
1,126,650円

　
　ネーミングライツなど広告事業
を展開し、多くの利用者の関心
度を高めるとともに市財政にも寄
与する。

・ネーミングライツ等広告事業
の更新
・市民球場において、新たな
広告スペースを確保

【H30年度収入】
球場ネーミングライツ：
7,452,000円
球場広告料：3,645,000円
球場広告（公園）使用料：
1,134,460円

　公用車、周辺案内図、モニター
広告を引き続き実施し、財源確
保に努める。

庶務課

3

・新たな広告スペースの確保
はなかったものの、公用車広
告、周辺案内図、モニター広
告を継続実施し、財源確保
に努めた。

【H30年度広告収入】
公用車：1,753,920円
周辺案内図：400,000円
モニター広告：699,839円

・広告事業の実施
・新たな広告スペースの確保

・広告事業の実施
・新たな広告スペースの確保

広告事業・
ネーミングライ
ツの推進

スポーツ
推進課

ｎ

じじじ
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2019（H31、R元）年度 2020（R2)年度 2021（R3）年度

取組予定・目標

2018（H30）年度
№ 取組名

区
分

概要（内容）担当部署

プ
ラ
ン

進
捗
・
実
績

・継続的な貸付（駐車場等）
および売却により財源確保
に努めた。

【R元年度収入】
貸付：166件　68,037,324円
売却：７件　12,709,371円

・前年度の貸付地の売却に
より貸付件数は減少したが、
新たな貸付により、財源確保
に努めた。
売却については、入札を実
施するなどしたが、売却は進
まなった。

【R2年度収入】
貸付：139件　72,731,077円
売却：2件　8,717,972円

・継続的な貸付（駐車場等）
を図るとともに、市HPへの売
却情報の掲載などにより、減
少している市有地売却の回
復により財源確保に努めた
が、買い手が付かない物件
がまだ存在している。
・旧上分団地跡地の売却に
より、売却額自体は大幅に
前年度を上回った。

【R3年度収入】
貸付：150件　77,955,934円
売却：7件　90,747,419円

2019（H31、R元）年度 2020（R2)年度 2021（R3）年度

プ
ラ
ン

進
捗
・
実
績

・事務事業棚卸の方向性も
踏まえ、次年度の予算編成
を進めるなど、引き続き事務
事業の見直しを行った。

・これまでの事務事業棚卸
の方向性も踏まえながら、全
体予算を１件審査とすること
で、次年度の予算編成作業
での事務事業の見直しを
行った。

・引き続き、事務事業棚卸の
方向性も踏まえながら、全体
予算を１件審査とすること
で、次年度の予算編成作業
での事務事業の見直しを
行った。

取組予定・目標

2018（H30）年度

　未利用財産について整理を行
い、有効活用策を検討し、市とし
て利活用が困難な場合には、貸
付・売却等を推進実施し、財源
確保に努める。

（1）業務改革－○事業の見直し

担当部署
区
分

概要（内容）№

・事務事業の見直し

・有効活用について、市民や
民間事業者の提案・活用の
促進を行うため、市HPに固
定資産台帳を公表した。

・継続的な貸付（駐車場等）
および売却により財源確保に
努めた。

【H30年度収入】
貸付：164件  68,438,600円
売却：11件　142,367,198円

取組名

・10月からの2019年度予算
編成において、事務事業棚
卸しの方向性が「現行どおり」
以外の事業について1件審
査にて取組状況を確認する
ほか、業務手法も含めた見直
しにより編成作業を行った。

　中期的な方向性を定める「事務
事業棚卸」なども踏まえ、毎年度
事務事業の見直しを進める。

・活用策の検討
・貸付、売却の実施

4

未利用市有
財産・物品等
（未利用地）
の有効活用・
売却

庶務課

5
事務事業の
見直し

財政課
ほか

・

4



2019（H31、R元）年度 2020（R2)年度 2021（R3）年度

取組予定・目標

2018（H30）年度
№ 取組名

区
分

概要（内容）担当部署

プ
ラ
ン

進
捗
・
実
績

・総合評価落札方式におい
て、低入札価格調査基準価
格未満での応札者に対する
マイナス評価を5月より設定
し、低価格での応札が常態
化しないよう事業者の経営
基盤の安定化を図った。

・総合評価落札方式を適用
する設計金額の引き上げ、
評価項目等の見直しを実施
した。

・本年度は総合評価落札方
式を適用する金額の引き上
げや評価項目の追加項目を
設定し、品質確保の促進、
事業者の技術力の向上を
図った。

・また、マイナス評価の設定
によるダンピングの防止の徹
底など、適正な競争性の確
保や事業者の経営基盤の安
定化を図った。

・総合評価落札方式をはじ
めとする入札制度につい
て、建設関連団体との意見
交換会など、あらゆる機会を
通じて事業者に意見や要望
のヒアリングを行った。要望
等については、県や他市の
運用状況も参考にしながら、
実施可能かの検討を行っ
た。

・事業者の労働環境の向上
を推進する上で必要な工事
施工時期の平準化につい
て、課題等の検証を行うとと
もに、建設現場の週休2日義
務化に向けた新たな取組と
して、統一休業日（第2土曜
日）を現場閉所とすることと
し、建設業協会等を通じて
周知を行った。

　公共調達の質の向上や地域社
会の発展に向け、国や県、他市
町の動向などに注視しながら、適
宜必要な見直しや事務改善を行
う。

・制度や事務の見直し、改善

・10月より総合評価落札方式
による入札において、低入札
価格調査制度を導入した。

・本制度の実施状況や事業
者の意見等も踏まえ、ペナル
ティ等の検討をした。

6
入札・契約制
度の改善

庶務課

5



2019（H31、R元）年度 2020（R2)年度 2021（R3）年度

取組予定・目標

2018（H30）年度
№ 取組名

区
分

概要（内容）担当部署

プ
ラ
ン

・一般被保険者1人当たり保
険給付費：前年度費　＋2％
以内
・ジェネリック医薬品の普及
率　80％以上

進
捗
・
実
績

・一般被保険者1人当たり保
険給付費：前年度費　＋2％
以内
・ジェネリック医薬品の普及率
70％以上

・糖尿病性腎症重症化予防
　プログラムを、参加希望者
　６人に実施

・ジェネリック差額通知を
　送付
　　（H30.7発送：1,436枚、
　　　H31.1発送：1,458枚）
・ジェネリック希望シールを
　15,000枚作成し、保険証と
　一緒に世帯ごとに送付

・一般被保険者
　1人当たり保険給付費：
　　前年度比＋0.69％
　（H30.3～H31.2月診療分）
・ジェネリック医薬品の
　普及率　74.1％
　　（H31.3月診療分）

・糖尿病性腎症重症化予防
　プログラムを、参加希望者
　26人に実施

・ジェネリック差額通知を
  送付（R元.7発送：1,408
枚、　　　 R2.1発送：1,116
枚）
・ジェネリック希望シールを
  15,000枚作成し、保険証と
  一緒に世帯ごとに送付。
・窓口手続き時に、啓発用の
  被保険者ケースを配布

・一般被保険者
　1人当たり保険給付費：
　　前年度比＋3.81％
　（H31.3～R2.2月診療分）
・ジェネリック医薬品の
　普及率　76.7％
　　　　　　（Ｒ2.3月診療分）

・糖尿病性腎症重症化予防
　プログラムを、参加希望者
　16人に実施

・ジェネリック差額通知を
　送付（R2.7発送：976枚、
　　　　　R3.1発送：980枚）
・ジェネリック希望シールを
　15,000枚作成し、保険証と
　一緒に世帯ごとに送付
・窓口手続き時に、啓発用の
　被保険者ケースを配布

・一般被保険者
　1人当たり保険給付費：
　　前年度比　▲3.21％
　（R2.3～R3.2月診療分）
※保険給付費について、対
前年度比が改善した理由と
して、コロナ渦での受診控え
の影響が考えられる。

・ジェネリック医薬品の
　普及率：77.1％
　　　　　　（Ｒ3.3月診療分）

・糖尿病性腎症重症化予防
　プログラムを、申込者20人
　に実施

 ・ジェネリック差額通知を
　送付(R3.7発送:928枚、
　　　　　R4.1発送：896枚）

・ジェネリック希望シールを
　23,000枚作成し、保険証
　と一緒に世帯ごとに送付

・啓発用の被保険者ケース
  を窓口手続き時に配布

・一般被保険者
　1人当たり保険給付費：
　　前年度比＋6.65％
　（R3.3～R4.2月診療分）

・ジェネリック医薬品の
　普及率：77.9％
　　　　　（R4.3月診療分）

　第2期データヘルス計画に基づ
き、健康・医療情報等の分析結
果から健康課題を抽出して、優
先順位を付けて効果的な事業実
施(糖尿病性腎症重症化予防
等）を推進していく。

　また、ジェネリック医薬品への差
額通知の発送、希望シール・被
保険者証ケースの配布等により、
ジェネリック医薬品利用促進の周
知・啓発を実施する。

7
医療費の適
正化

保険課

6



2019（H31、R元）年度 2020（R2)年度 2021（R3）年度

取組予定・目標

2018（H30）年度
№ 取組名

区
分

概要（内容）担当部署

プ
ラ
ン

進
捗
・
実
績

・健幸10か条の内の｢２．ニコ
チンStop｣｢９．休肝日をとる｣
｢10．受診する｣を市民会議メ
ンバー、庁内関係課と共に
推進
・集団特定検診日の増設及
び予約専用ダイヤルによる
受付、インターネット予約の
継続と、受診体制の整備を
行うことで受診率向上に取
組んだ。
・自分宛はがきの送付、未受
診者特性別勧奨はがき（全く
受診経験のない人、１回受
診して間があいている人、去
年受診した人などのパター
ンに分けた勧奨はがき）を送
付し、電話での受診勧奨を
実施
・地区組織、関係機関と連携
し受診啓発（99回3,333人）

・R元年度特定健診受診率：
35.9％（確定）
・R元年度保健指導実施率：
16.1％（確定）

・健幸10か条の内の「３．3食
3つの器で食べる日」「４．事
故（感染症）から身を守る日」
「８．歯みがきを忘れない日」
の推進。
・受診履歴別受診勧奨の実
施
・健診結果を基に地域での
健康相談・健康教育により正
しい生活習慣の啓発を行
い、保健指導に来られない
方に対しては家庭訪問を行
うことにより継続支援を実
施。

・35歳対象の特定健診を実
施し、40歳からの特定健診
の動機づけとし、生活習慣
の改善と健康づくりの啓発を
行った。

・R2年度特定健診受診率：
31.8％（確定）
・R2年度保健指導実施率：
25.0％（確定）

・健幸10か条の内の「5．ごは
んを楽しむ日」「４．事故（感
染症）から身を守る日」「７．
仲良くつながる日」の推進
・未受診者の行動分析をAI
により行い、タイプ別に受診
勧奨を実施
・健診結果を基に地域での
健康相談・健康教育により正
しい生活習慣の啓発を行
い、保健指導に来られない
方に対しては家庭訪問を行
うことにより継続支援を実施
・35歳対象の特定健診を実
施し、運動動画配布等を行
い生活習慣の改善と健康づ
くりの啓発を実施
・企業や学校、PTAと連携
し、小児生活習慣病予防を
通しての保護者への健康教
育、働き盛り世代への健
（検）診の受診勧奨の実施
・R3年度特定健診受診率：
36.7％（3月末現在。未確
定）
・R3年度保健指導実施率：
未確定（11月末確定予定）

　第2次健康増進計画に基づき、
糖尿病等生活習慣病発症予防
及び重症化予防について重点
的に取り組んでいく。

　また、特定健康診査等の分析
を行い、地域の課題に即した取
組みや働く世代への受診勧奨を
コミュニティ、企業、学校等や医
師会等の関係機関と連携をとり
ながら実施し、受診率向上をめ
ざす。

・健幸の日、健幸10か条の普
及啓発（コミュニティ・企業・学
校等）
・特定健診受診率：60%
・特定保健指導実施率：60%

・健幸10か条の内の｢１．いつ
もよりのんびりする｣｢４．事故
から身を守る｣｢６．無理なく体
を動かす｣を推進した。

・働く世代の健康課題を、地
区組織、医師会、商工会議
所、養護教諭に情報提供し、
受診勧奨等の働きかけを
行った。

・平成30年度特定健診受診
率：35.7％（確定）
・平成30年度保健指導実施
率：14.4％（確定）

7
医療費の適
正化

健康課

7



2019（H31、R元）年度 2020（R2)年度 2021（R3）年度

取組予定・目標

2018（H30）年度
№ 取組名

区
分

概要（内容）担当部署

プ
ラ
ン

進
捗
・
実
績

・計画的な車両購入により共
用車および各課所管の低年
式公用車の更新を行った。

・乗用車の所有形態につい
ても5年程度でリース料総額
が購入価格を上回ることか
ら、通常10～15年使用する
状況に鑑み、現在の形態を
継続した。

・マイクロバスについては、
当面使用可能であるため、
次回更新時に使用状況やコ
スト面、リース導入に伴う問
題点等について比較したう
えで方向性を検討する。

・計画的な車両購入により共
用車および各課所管の低年
式公用車の更新を行った。

・マイクロバスについては、
当面使用可能であるため、
次回更新時に使用状況やコ
スト面、リース導入に伴う問
題点等について比較したう
えで方向性を検討する。

・計画的な車両購入により共
用車および各課所管の低年
式公用車の更新を行った。

・マイクロバスについては、
当面使用可能であり、10～
15年使用する状況に鑑み、
現在の形態を継続した。

・今年度、EV車等への大ま
かな入替え計画を策定した
ので、次年度以降、使い勝
手の良い軽貨物車など、EV
車の新車種の発売状況を見
ながらリースへの切り替え等
も考慮した試算やシミュレー
ションを行うなど、さらに具体
的な検討を行うこととした。

プ
ラ
ン

進
捗
・
実
績

・外部評価の対象事業を全
庁から募集（業務改善ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ）
・行政評価を実施（５事業）

・先進地の手法を研究
・行政評価を実施（５事業）

・第二次総合計画の基本施
策のH30～R2の取組につい
て行政評価を実施（31基本
施策）。

・事業の成果や課題がより明
確になるように、行政評価の
評価基準を見直した。
・行政評価を実施（５事業）

・あり方について検討
・効率的な車両の運用

　第二次総合計画に合わせて、
各施策や事務事業等のPDCAサ
イクルにおける行政評価のあり方
や評価基準の見直しを検討し
て、行政評価を実施する。外部
評価については行政評価委員
会とも協議する。

・評価手法の検討
・行政評価の実施

8

9
行政評価手
法の見直し

秘書政
策課

公用車のあり
方の検討

庶務課

・計画的な車両購入により共
用車および各課所管の低年
式公用車の更新を行った。

・車両リースについて、公用
車の大部分を占める軽貨物
車については、通常15年程
度利用しており、コスト面では
新車購入の方がメリットがある
ことから、リース導入はせず、
現在の形で更新を行ってい
く。乗用車やマイクロバス等、
他の車種については引き続
き導入の可能性を検討した。

　車両リースやカーシェアリング
等による公用車の運営方法につ
いて、車両の購入や修繕・維持
管理を担っている地元業者への
影響等も考慮しながら最善策を
模索するとともに、現体制の中で
より効率的に車両を運用できるよ
う努める。

8



2019（H31、R元）年度 2020（R2)年度 2021（R3）年度

取組予定・目標

2018（H30）年度
№ 取組名

区
分

概要（内容）担当部署

プ
ラ
ン

学校給食費公会計化方針を
検討・策定
・公会計化計画の検討
・関連条例・規則の検討

・関連条例・規則の制定
・学校給食費等管理システ
ムの構築

・公会計実施

進
捗
・
実
績

・国のガイドラインの公表を
受け、方針を確定し、公会計
化計画を策定して実施に向
けての取組を進めた。

・関連条例・規則の検討

・関連条例の整備、規則等
の制定を行い、公会計化の
制度を整えた。

・近隣市町と共同で管理シス
テムを導入し、業務の集約
化・効率化を進めた。

・4月から学校給食費を公会
計化した。
・適正な公会計事業の運営
に努めた。

2019（H31、R元）年度 2020（R2)年度 2021（R3）年度

プ
ラ
ン

・市庁舎の完成

進
捗
・
実
績

・建築工事の継続
   3月末進捗率38.1％。

・事務所機能の集約。

・プライバシーに配慮した窓
口カウンターや相談室を配
備したほか、ユニバーサルレ
イアウトの導入により機構改
革等に柔軟に対応できる執
務空間を整備した。

・R3.3.22に新庁舎での業務
を開始した。

2018（H30）年度

・国のガイドライン公表が遅
れており、庁内会議の設置や
方針（案）の策定に至ってい
ない。

・学校納付金全体を含めた
公会計化を検討するため、関
係各課で先進地調査等を実
施した。

・実施設計の完了
・建築工事に着手

・プライバシーに配慮した相
談スペースの確保のほか、ユ
ニバーサルレイアウトによる
柔軟性の高い執務空間の採
用など、ライフサイクルコスト
を意識した実施設計を完了し
た。

・建築工事に着手(H31.1)

区
分

（1）業務改革－○公共施設マネジメントの推進

№ 取組名 担当部署 概要（内容）
取組予定・目標

・国のガイドラインの公表に伴
い庁内会議を設置し、学校
給食費公会計化の方針（案）
策定

　学校給食費の会計業務に係る
負担の軽減や透明性の確保を
図るため、学校給食費の公会計
化を実施する。

　大手町地区周辺の公共施設に
分散している事務所機能の集約
や、プライバシーに配慮した相談
スペースの確保のほか、維持管
理の効率性、柔軟性の高い執務
空間などライフサイクルコストを意
識した庁舎整備に取り組む。

11

機能性・効率
性を備えた最
適な市庁舎
建設

都市計
画課

10
学校給食費
の公会計化

教）総務
課

9



2019（H31、R元）年度 2020（R2)年度 2021（R3）年度

取組予定・目標

2018（H30）年度
№ 取組名

区
分

概要（内容）担当部署

プ
ラ
ン

進
捗
・
実
績

・市営住宅長寿命化計画の
中間見直しを実施

・川西団地建替の基本計
画・基本設計を実施

・二軒茶屋団地まちづくり協
議会への参加

・川西団地建替の実施設計
（1期）を実施

・二軒茶屋団地建替の基本
計画・基本設計を実施

・本島団地まちづくり協議会
への参加

・川西団地第1期建替工事を
実施
　
・二軒茶屋団地第1期建替
実施設計を実施

・本島団地建替の基本計
画・基本設計を実施

プ
ラ
ン

・学校施設長寿命化計画に
よる学校施設の修繕・改修
等

進
捗
・
実
績

・学校施設長寿命化計画の
策定（R2.1月）

・富熊小学校長寿命化改修
工事の設計完了（R3.3月）

・城東小学校は建物の耐力
度調査の結果や過去の施設
の浸水状況等を踏まえ、長
寿命化改修ではなく、屋内
運動場を併せて改築するこ
ととした。

・富熊小学校長寿命化改修
工事のための仮設校舎建設
（R3.12月）
長寿命化改修工事着手
（R3.12月）

・城東小学校改築基本計画
策定（R4.3月）

・長寿命化計画による施設の
修繕、改修

・外浜団地1･2棟耐震診断業
務3月完了

・川西団地まちづくり協議会
への参加

・二軒茶屋団地まちづくり協
議会準備会への参加

　小中学校施設の中長期的な維
持管理等に係るトータルコスト縮
減及び平準化を図る学校施設長
寿命化計画を策定し、計画的に
施設改修等を進める。 ・学校施設長寿命化計画の

策定着手（H30.11月）

・学校施設長寿命化計画の
策定

　市営住宅長寿命化計画を着実
に推進するため、計画に沿った
事業の実施に努め、市営住宅長
寿命化による更新コストの削減と
事業量の平準化を図る。

住宅課

13

学校施設の
長寿命化計
画の策定・実
践

教）総務
課

市営住宅の
長寿命化計
画の実践

12

10



2019（H31、R元）年度 2020（R2)年度 2021（R3）年度

取組予定・目標

2018（H30）年度
№ 取組名

区
分

概要（内容）担当部署

プ
ラ
ン

進
捗
・
実
績

・修繕工事（2橋）が完成、点
検は13１橋実施済

・修繕工事（3橋）が完成、点
検は102橋実施済

・修繕工事（5橋）が完成、点
検は77橋　実施済

プ
ラ
ン

進
捗
・
実
績

・7月に環境保全率先実行
責任者及び推進員を対象に
庁内研修会を実施した。ま
た、庁内研修会の場におい
て、市の事務事業に伴う温
室効果ガス排出量などの報
告も行った。

・2月に環境審議会で報告
し、専門的な意見を聴取し
た。

【R元年度の市の事務事業
に伴う温室効果ガス排出量
削減率】基準年度（H28年
度）比△31.36％

・環境保全率先実行責任者
及び推進員を対象にした庁
内研修会は、7月にコロナ対
策として、音声付き資料を活
用し、周知・啓発を行った。

・2月の環境審議会は、書面
決議により実施し、本市の環
境施策について、委員から
様々な意見をいただいた。

【R2年度の市の事務事業に
伴う温室効果ガス排出量削
減率】基準年度（H28年度）
比△38.19％

・環境保全率先実行責任者
及び推進員を対象にした庁
内研修会は、昨年度に続
き、コロナ対策として6月に、
音声付き資料を活用し、周
知・啓発を実施した。

・1月の環境審議会は、書面
決議により実施し、専門的な
見地から意見をいただいた。

【R3年度の市の事務事業に
伴う温室効果ガス排出量削
減率】基準年度（H28年度）
比△25.74％

・修繕工事（1橋）が完成、点
検は107橋実施済

・計画見直し
・修繕工事・点検

　従来の対症療法型の橋りょう管
理から、計画的かつ効率的な予
防保全型管理へ転換し、長寿命
化により修繕等にかかるコストの
縮減を図る。

・温室効果ガス算定システム
入力説明会・職員研修
・外部意見の反映

・7月に環境保全率先実行責
任者及び推進員を対象に庁
内研修会を実施した。また、
庁内研修会の場において、
市の事務事業に伴う温室効
果ガス排出量などの報告も
行った。

・2月に環境審議会で報告
し、専門的な意見を聴取し
た。

【H30年度の市の事務事業に
伴う温室効果ガス排出量削
減率】基準年度（H28年度）
比△24.09％

　環境保全率先実行計画の目標
達成のため、研修などを行い職
員の環境配慮行動を推進すると
ともに、再生可能エネルギーの
導入や省エネ機器への更新など
有効な対策を周知・実施し、環境
マネジメントシステムを活用して
進行管理を行う。

15
環境保全率
先実行計画
の取組推進

生活環
境課

14

橋りょう長寿
命化修繕計
画の見直し・
実践

建設課

11



2019（H31、R元）年度 2020（R2)年度 2021（R3）年度

取組予定・目標

2018（H30）年度
№ 取組名

区
分

概要（内容）担当部署

プ
ラ
ン

・新庁舎での電力について
検討

進
捗
・
実
績

・引き続き新電力活用など経
費削減に努めた。

・新庁舎では太陽光発電も
導入し、電力の最適化や省
エネを推進する。

・引き続き新電力活用など経
費削減に努めた。

・新庁舎では太陽光発電や
地中熱利用などを導入し、
電力の最適化や省エネ推進
を図った。

・引き続き新電力の活用など
により電力の最適化を図り、
経費削減に努めるとともに、
入札参加要件として環境へ
の負荷の低減に関する取組
6項目について点数化し、こ
の合計点が一定の点数以上
であることとするなど、環境
面においても配慮した。

2019（H31、R元）年度 2020（R2)年度 2021（R3）年度

プ
ラ
ン

進
捗
・
実
績

・第2次中期経営計画に基
づく施策を実施（HPやス
マートフォン利用者への情
報発信、電話投票会員向け
サービスとしてSNS活用によ
る広域発売の強化など）

・第２次中期経営計画に基
づく施策を実施中。

・第２次中期経営計画の中
間見直しを行う予定だった
が、新型コロナウイルスの影
響が大きいため行わず、次
期計画策定時に反映。

・第2次中期経営計画に基
づく各種施策の実践と検証
を行い、新型コロナウイルス
の影響の分析をした上で、
第3次中期経営計画を策
定。

2018（H30）年度

・5月に第2次中期経営計画
を策定し、これに基づく施策
を実施

№

・効率的な電力調達

・中期経営計画の策定と各種
施策の実施

区
分

担当部署 概要（内容）

・新電力を採用する各施設所
管課と連携し経費の削減に
努めた。

市施設の使
用電力の最
適化

庶務課

17

取組名

中期経営計
画の実践

ボート
レース事
業局

　市施設における毎年度の電力
契約にあたって、安価で安定的
な電力供給元を選定し、経費の
削減を図る。

　また、新庁舎の電力について
も、効率的な電力供給元を検討
のうえ選定する。

　安定した経営を持続し市財政
への繰り出しを継続するため、次
期中期経営計画(2018（H30）～
2021年度)を策定し、事業の中期
的な方向性を定め実践する。

16

（1）業務改革－○公営企業等の健全経営

取組予定・目標

12



2019（H31、R元）年度 2020（R2)年度 2021（R3）年度

取組予定・目標

2018（H30）年度
№ 取組名

区
分

概要（内容）担当部署

プ
ラ
ン

進
捗
・
実
績

・北側防風ネット増設は10月
に完了

・ＲＯＫＵ来賓室棟新築工事
は契約完了し、８月に工事
着手。設備・電気工事は11
月に契約完了

・ＲＯＫＵ来賓室棟新築工事
は令和３年１月末に竣工、2
月14日にオープンした。

・旧ＲＯＫＵ棟の解体工事は
令和３年度に延期

・旧ROKU解体工事

・ナイター照明LED化基本
実施設計

・南電気室及び選手管理棟
基本実施設計（～R4）

プ
ラ
ン

・公営企業会計へ移行

進
捗
・
実
績

・固定資産調査・評価業務
完了

・企業会計システムの導入
完了
・各種財務諸表の作成完了

・公営企業会計をスタート

・下水道料金改定に向けた
検討として、今後の財政シ
ミュレーション及びスケ
ジュール案の作成完了

・下水道料金の改定に向
け、外部有識者審議会を設
置
・外部有識者審議会より令
和4年7月から5％増額する
改定案を答申
・3月定例市議会において、
下水道条例改正議案が可
決

プ
ラ
ン

進
捗
・
実
績

・長期的な改築事業のシナリ
オ設定完了

・各施設の点検・調査計画
の策定完了

・各施設の点検・調査を実施
中

・各施設の点検・調査の完
了

・下水道ストックマネジメント
計画の策定完了

・計画に基づき施設（管路）
の改築工事L=142mを実施
・計画に基づき施設（塩屋ポ
ンプ場）の改築工事雨水ポ
ンプ1基及び施設（城北ポン
プ場）の改築工事汚水ポン
プ1基を実施

　安全なレース環境確保のため、
老朽化している競技関係施設の
改修を中心に長期施設改善計
画に基づき推進する。

　下水道全施設を対象にストック
マネジメント計画を策定し、計画
的かつ適切な管理を行う。老朽
化に伴い、新浄化センターを建
設するほか、ポンプ場設備や下
水道管きょの改築、更新を行い、
下水道施設の延命化を図る。

　下水道事業の経営状況や財政
状態を明確化し、経営の効率
化、健全化を図るため固定資産
台帳の整備を継続実施し、企業
会計システムを導入して、公営企
業会計への移行を行う。

20

・平成29年度までの資産調
査・評価業務完了

・テスト版企業会計システム
の導入完了

19

公共下水道・
農業集落排
水事業の公
営企業会計
導入

下水道
課

18
長期施設改
善計画の推
進

・ストックマネジメント計画の
策定
・老朽化対策工事の実施

・処理場、ポンプ場、管きょ施
設の情報整理が完了

・老朽化対策工事を一部実
施した（ポンプ場：塩屋ポンプ
場、城北ポンプ場、城西ポン
プ場、管きょ：西平山町）

ボート
レース事
業局

下水道施設
のストックマネ
ジメント

下水道
課

・計画に基づく施設の設計及
び改修の順次実施

・北側防風ネット増設は予定
どおり(～R１)、練習ピット南側
改修は完了

・ＲＯＫＵ・来賓室棟基本実
施設計も完了

・固定資産調査・評価
・企業会計ｼｽﾃﾑ導入
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2019（H31、R元）年度 2020（R2)年度 2021（R3）年度

取組予定・目標

2018（H30）年度
№ 取組名

区
分

概要（内容）担当部署

プ
ラ
ン

・再編事業の実施

進
捗
・
実
績

・関係機関と中讃流域関連
下水道への接続協議を実施
中

・接続協議完了
・下水道事業計画の変更手
続きを実施中

・下水道事業計画の変更手
続きが完了
・接続工事の実施設計（岡
地区のうち飯山第1処理分
区）が完了

プ
ラ
ン

進
捗
・
実
績

（福祉事業団）
・公益財団法人としての活動
を安定的に継続するため、
経営状況について引き続き
注視していく。

・新たな公益目的事業の獲
得と、公益目的事業を実施
する活動拠点施設の確保と
いった課題を含め、今後の
団体のあり方について検討
した。

（福祉事業団）
・公益財団法人としての活動
を安定的に継続するため、
経営状況について引き続き
注視していく。

・大手町地区4街区再編整
備に伴い、公共施設の改廃
が進む中、公益目的事業と
収益目的事業の適正なバラ
ンスを計りつつ、地域文化や
福祉の増進を実現するため
の団体のあり方について検
討した。

（福祉事業団）
・公益財団法人としての活動
を安定的に継続するため、
経営状況について引き続き
注視していく。

・庁舎南館解体の方向が示
されるとともに、新市民会館
に児童館や生涯学習の機能
が追加されたことに伴い、活
動拠点施設の確保の再検討
といった課題を含め、今後の
団体のあり方について引き
続き検討する。

・農業集落排水処理施設の
維持、流域下水道への接続
費用について比較検討作業
を完了。接続に必要な協議
資料を作成中

　公益性の高い業務を取り扱う外
郭団体について、さらなる経営改
善など今後の方向性を検討して
いく。

（福祉事業団）
自己財源による自立した公
益財団法人として安定的な
経営基盤が確立されている。

・一方で、新たな公益目的事
業の獲得と、公益目的事業を
実施する活動拠点となる施設
を確保することが課題である
ことから、こうした課題解決も
含めて、今後のあり方につい
て検討していく。

22
外郭団体のあ
り方の検討

財政課

21
下水道
課

　農業集落排水処理施設の公共
下水道施設への編入を検討し、
有利となる場合は、中讃流域下
水道区域へ接続することにより、
設備更新費や維持管理費の削
減を図り、下水道機能を維持す
る。

・経営状況の把握
・方向性の検討

下水道施設
の再編検討

・再編計画の検討

14



2019（H31、R元）年度 2020（R2)年度 2021（R3）年度

取組予定・目標

2018（H30）年度
№ 取組名

区
分

概要（内容）担当部署

プ
ラ
ン

進
捗
・
実
績

（ミモカ美術振興財団）
・丸亀市猪熊弦一郎現代美
術館運営ビジョンに沿った
事業実施と、受託する(公財)
ミモカ美術振興財団の事業
取組や経営の改善などを検
討

（ミモカ美術振興財団）
・R2年度から美術館の指定
管理業務再開

・丸亀市猪熊弦一郎現代美
術館 指定管理者「業務の基
準」に沿った管理運営の実
施

・美術館の経営理念や設置
目的、美術館の公益性の協
議及び今後のあり方につい
て検討

（ミモカ美術振興財団）
・指定管理業務の継続

・丸亀市猪熊弦一郎現代美
術館 指定管理者「業務の基
準」に沿った管理運営の実
施

・丸亀市猪熊弦一郎現代美
術館運営ビジョンを改定

プ
ラ
ン

進
捗
・
実
績

（丸亀市体育協会）
・新たに指定管理施設となっ
た球場を含む市内体育施設
を効果的に自主事業に取り
入れ、地域の更なるスポーツ
推進につながるよう、民間に
よる職員人材研修を実施。。

（丸亀市体育協会）
・コロナ禍での「新しい生活
様式」の中で、スポーツを安
心安全に取り組める対応で
きるよう市と連携、また協会
のコロナ禍での施設収入減
少に対する損失補填を行っ
た。

（丸亀市体育協会）
・多様化するスポーツ施策へ
対応できるよう協会の人員配
置・育成を含め、組織体制
の強化に取り組んだ。
R3年度も協会のコロナ禍で
の施設収入減少に対する損
失補填を行った。

22
外郭団体のあ
り方の検討

（丸亀市体育協会）
・体育協会の経営改善及び
安定運営に向け、今後の方
向性について提案

（ミモカ美術振興財団）
・丸亀市猪熊弦一郎現代美
術館運営ビジョンの策定（Ｈ
30.４）
・経営状況のヒアリング実施

・経営状況の把握
・方向性の検討

・経営状況の把握
・方向性の検討

文化課

スポーツ
推進課

　公益性の高い業務を取り扱う外
郭団体について、さらなる経営改
善など今後の方向性を検討して
いく。

　公益性の高い業務を取り扱う外
郭団体について、さらなる経営改
善など今後の方向性を検討して
いく。
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2019（H31、R元）年度 2020（R2)年度 2021（R3）年度

取組予定・目標

2018（H30）年度
№ 取組名

区
分

概要（内容）担当部署

2019（H31、R元）年度 2020（R2)年度 2021（R3）年度

プ
ラ
ン

進
捗
・
実
績

・各部課にヒアリングを実施

・新庁舎を見据えた組織機
構の見直しを実施

・各部課にヒアリングを実施

・各部課の意見を踏まえると
ともに、デジタル化等の国の
動きに対応するためなどの
組織機構の見直しを実施

・各部課にヒアリングを実施

・社会的課題に対応するた
めの組織機構の見直しを
実施

（2）市役所改革－○組織の最適化

№

・組織体制の検証・見直し

・各部課にヒアリングを実施

・緊急重点課題と業務移管に
対応するための組織機構の
見直しを実施

区
分

分野　（2）市役所改革

23
組織機構の
最適化

秘書政
策課

　新たな行政課題に対応するとと
もに、限られた人員で最大のパ
フォーマンスを発揮できるよう毎
年度最適な組織機構の検証と見
直しを行う。

担当部署 概要（内容）取組名
取組予定・目標

2018（H30）年度
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2019（H31、R元）年度 2020（R2)年度 2021（R3）年度

取組予定・目標

2018（H30）年度
№ 取組名

区
分

概要（内容）担当部署

プ
ラ
ン

・定員適正化計画に基づく
職員数の管理

進
捗
・
実
績

・定員適正化計画に基づく
職員数の管理（4月1日時点
の対象職員数　977人）

・定員適正化計画に基づく
職員数の管理（4月1日時点
の対象職員数　965人）

・定員適正化計画に基づく
職員数の管理（4月1日時点
の対象職員数　978人）

プ
ラ
ン

進
捗
・
実
績

・人事院勧告、県人事委員
会勧告や他市の動向を踏ま
えて、手当の妥当性につい
て検討し、勤勉手当の改定
を実施した。

・新型コロナウイルス感染症
に係る感染症防疫手当（特
殊勤務手当）については、
国、県、他団体の動向を踏
まえ、改正を行った。

・更に、人事院勧告、県人事
委員会勧告に準拠し、期末
手当の改定を行った。

・人事院勧告、県人事委員
会勧告や他市の動向を注視
しながら職員手当について
検討した結果、期末手当の
引き下げについては、国に
準拠して、令和3年度の改定
を見送り、令和4年度で改定
し、6月期で減額調整を行っ
た。

・定員適正化計画の策定

25
職員手当のあ
り方の検討

職員課

　職員数については、業務量に
応じた職員数を基本として、再任
用職員等を含めた職員配置を検
討し、新たな定員適正化計画を
策定する。

・市議会全員協議会（10月及
び1月）、庁議、職員組合へ、
提示して意見を求めた上で、
平成31年3月に策定した。

・2022年度までを計画対象期
間として、980人を限度に定
員管理を行うこととする。（4月
1日時点の対象職員数９８０
人）

・適正な職員手当について、
調査検討

・特殊勤務手当については、
類似団体との比較などを通し
て改正を検討した結果、現時
点においては改正しないこと
としたが、今後も引き続き職
員手当のあり方や妥当性に
ついて、検討していく。

24
適正な職員
数の検討

職員課

　適正な職員手当について検討
し、改善を行う。
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2019（H31、R元）年度 2020（R2)年度 2021（R3）年度

取組予定・目標

2018（H30）年度
№ 取組名

区
分

概要（内容）担当部署

2019（H31、R元）年度 2020（R2)年度 2021（R3）年度

プ
ラ
ン

進
捗
・
実
績

・派遣研修については、引き
続き継続して取り組んでいる
ほか、新たに岩手県山田町
へ職員を派遣した。

・ハラスメント対策について
は、職員研修を開催し、職
場環境の充実に努めた。
・ハラスメント研修　33人参加

・新型コロナウイルス感染症
の流行により、集合研修に
ついてはこれまでと違った方
法により開催することが求め
られており、オンライン研修
を実施した。なお、一昨年に
続き、香川県との間におい
て、若手職員1名の職員交
流を実施した。

・人事評価については、年
度内に能力評価2回・業績
評価1回であったものを、能
力評価1回・業績評価2回に
変更し、成績優秀者の推薦
の試行など、更なる内容の
充実に努めた。

・コロナ禍にあって集合研修
や派遣研修については、制
限を余儀なくされたが、オン
ライン研修や開催方法の工
夫により可能な限りの研修を
実施した。
また、引き続き、香川県との
間において、若手職員１名
の職員交流を実施した。

・コンプライアンス研修を２回
に分けて実施した。　86名参
加（1回目47名・2回目39名）

・丸亀市人材育成基本方針
の見直しに向け、職員アン
ケートを実施した。

職員課

№

（2）市役所改革－○人材育成

　職員の意識改革に資するよう、
丸亀市人材育成基本方針に基
づき「目指すべき職員像」の実現
とともに、個々の能力を発揮でき
る職場づくりを目指す。

　また、現在の丸亀市人材育成
基本方針についても時代の変化
に合わせた検討を加える。

取組予定・目標

26
職員の意識
改革・能力向
上

区
分

・これまでの階層別研修、先
進地視察研修や他団体への
職員派遣研修を拡充するとと
もに、職場内研修の充実に
取り組む。

・コンプライアンス研修、女性
活躍支援研修などを継続し
て主催するとともに、他団体
（四国地方整備局、日本財
団）への職員派遣を拡充した
ほか、ハラスメント対策などの
環境整備にも努め、人材育
成を推進した。

・人事評価については、業績
評価の難易度設定について
指針を示し、より適切に制度
運営できるよう努めた。
・コンプライアンス研修　65人
参加
・女性活躍支援研修　64人参
加

概要（内容）取組名 担当部署
2018（H30）年度
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2019（H31、R元）年度 2020（R2)年度 2021（R3）年度

取組予定・目標

2018（H30）年度
№ 取組名

区
分

概要（内容）担当部署

2019（H31、R元）年度 2020（R2)年度 2021（R3）年度

プ
ラ
ン

進
捗
・
実
績

・長時間労働者に対する医
師・保健師による面接指導
の対象範囲を広げ、過重労
働への対応を強化した。また
翌年度から不妊治療に要す
る期間を特別休暇の対象に
含める規則改正を行い、仕
事と家庭の両立支援を推進
した。

・年休の平均取得日数（R元
年）　9.3日
・職員一人当たり一月当たり
の平均超過勤務時間　10.2
時間（年間総超過勤務時間
を、管理職を含む総職員数
で割った値）

・新型コロナウイルス感染症
の蔓延により、服務や業務
の見直し、行事の中止など
を余儀なくされ、また新庁舎
移転という大きなプロジェクト
もあったが、結果として、時
間外勤務の総時間は減少し
た。

・年休の平均取得日数（R2
年）　9.6日
・職員一人当たり一月当たり
の平均超過勤務時間8.0時
間（年間総超過勤務時間
を、管理職を含む総職員数
で割った値）

・計画年休やキッズウイーク
の周知などによる年休取得
の促進、ノー残業デーの周
知を継続的に取り組むことで
年休の平均取得日数は上
昇した。
・年休の平均取得日数（R3
年）9.9日
・コロナ禍以前と比較して時
間外勤務は減少している
が、R2年度と比較すると増
加している。長時間労働者
に対する産業医、保健師の
面談は継続して実施し、過
重労働の対策に努めた。
・職員一人当たり一月当たり
の平均超過勤務時間8.2 時
間（年間総超過勤務時間
を、管理職を含む総職員数
で割った値）

プ
ラ
ン

進
捗
・
実
績

・8/5（男女共同参画職員研
修にて、イクボス×多様性を
活かして、より良い組織にを
開催）67人参加

・10/21（ワーク･ライフ･バラ
ンス職員研修にて、職員間
のコミュニケーションスキル
の研修）34人参加

・8/6（教育現場職員を含む
職員を対象にイクボス×多
様性を活かして、より良い組
織にを開催）30人参加

・10/5（ワーク・ライフ・バラン
ス職員研修にて、職員間の
コミュニケーションスキルの
研修）30人参加

・8/5（教育現場職員を含む
職員を対象に「あらゆる暴力
のない社会を実現するため
に、私たちにできること」を開
催）31人参加

・11/26（ワーク・ライフ・バラ
ンス職員研修にて「より良い
職場風土づくりに！～アン
ガーマネジメント技術で「イラ
イラ」を上手にコントロール
～」を開催）22人参加

職員課

27
ワーク・ライ
フ・バランスの
推進

・計画年休やノー残業デーの
実施

・計画年休やノー残業デーの
周知について継続的に取り
組んでおり、また、短期介護
休暇の取得に伴う添付書類
を見直し、申請の負担を軽減
した。

・年休の平均取得日数（H30
年）　9.5日
・職員一人当たり一月当たり
の平均超過勤務時間　9.5時
間（年間総超過勤務時間を
管理職を含む総職員数で
割った値）

2018（H30）年度

人権課
（男女共
同参画
室）

　男性職員の家事・育児参画
や、職員間のコミュニケーション
を促す職員研修、イクボスに関す
る理解・行動促進のための取組
などを継続的に行う。

・研修等の実施

担当部署 概要（内容）
区
分

取組予定・目標

（2）市役所改革－○働き方改革

・8/1（男女共同参画職員研
修にて、ハラスメントのない職
場について講演）68人参加

・10/9（ワーク･ライフ･バラン
ス職員研修にて、職員間のコ
ミュニケーションスキルの研
修）44人参加

№ 取組名

　計画年休やノー残業デー、健
康管理に対するサポートを実施
するとともに、育児休業や介護休
暇の取得を促すなど働きやすい
職場環境づくりに取り組む。
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2019（H31、R元）年度 2020（R2)年度 2021（R3）年度

取組予定・目標

2018（H30）年度
№ 取組名

区
分

概要（内容）担当部署

プ
ラ
ン

進
捗
・
実
績

・災害対応に伴う時間外労
働は少なかったものの、瀬戸
内国際芸術祭や10連休の
影響もあり、前年度比で
7.4％（8,272時間）の増加と
なった。

・新型コロナウイルス感染症
の蔓延により、服務や業務
の見直し、行事の中止など
を余儀なくされ、また新庁舎
移転という大きなプロジェクト
もあったが、結果として、時
間外勤務の総時間は減少し
た。前年度比で21.8％
（26,140時間）の減少となっ
た。

・定員管理ヒアリングなどに
おいて、各所属の実態を把
握し、時間外縮減の具体策
を協議しているが、依然、コ
ロナ禍の影響はあるものの
今年度は、R2年度と比較し
て時間外勤務が増加した。
前年度比で2.2％（2,065時
間）の増加となった。
ワクチン接種業務や結果的
に中止となったが、コロナ禍
でのイベント開催に向けた準
備などの業務、その他、市
長、市議選挙、衆議院選挙
の業務で増加となった。

プ
ラ
ン

進
捗
・
実
績

・7月に丸亀市部活動方針を
策定し、校長会で周知した。

・8月13日～16日の４日間
を、学校閉庁日として設定し
た。

・8月26日に教育講演会を開
催し、市立保・幼・こ園・小・
中学校教職員602名に、働
き方改革に関する講演を実
施した。

・時間外勤務時間につい
て、原則として月45時間、年
間360時間を超える教職員
がゼロになるよう働き方改革
の推進に向け、校長会等で
周知した。
　
・統合型校務支援システム
の更新及び該当研修会の実
施（９月１，2日）

・8月8日～16日の9日間を、
学校閉庁日として設定した。

・時間外勤務時間につい
て、原則として月45時間、年
間360時間を超える教職員
がゼロになるよう働き方改革
の推進に向け、校長会等で
周知・徹底した。
　
・オンライン研修会等を実施
し、移動時間の縮減を図っ
た。

・8月７日～15日の9日間を、
学校閉庁日として設定した。

29

・統合型校務支援システム・
教育クラウドの推進
・タイムカード導入・学校閉庁
日の設定

・統合型校務支援システム・
教育クラウド等のリプレイスを
行い、ICT環境の充実を進め
た。

・ＩＣカードによる勤怠管理シ
ステムを導入した。

・8月13日～15日に学校閉庁
日を設定した。

・各課へのヒアリングを行い、
業務量を把握した人員配置
を行うとともに、働き方改革を
推進する。

教職員の勤
務環境整備

学校教
育課

28
時間外労働
の縮減

職員課

　各所属の業務量を把握し、適
正な人員配置を行うとともに、職
員間の業務の偏りを無くす。ま
た、所属長や職員の意識改革を
図り、個人の時間当たりの効率
や労働生産性を高めることによ
り、時間外労働の縮減に努める。

　統合型校務支援システムや教
育クラウドなどを活用した教育の
情報化を進めるほか、学校現場
へのタイムカード導入や夏季休
業中の学校閉庁日を設定するな
ど教職員の勤務環境を整備し、
子どもと向き合う時間を確保する
ことで、教育の質の確保・向上を
目指す。

・定員管理ヒアリング実施時
に各所属の実態把握を行っ
て時間外削減に取り組んで
いるが、台風対応が多かった
こともあり、各所属の時間外
の実績合計は3月末で約
3.6％（3,918時間）増となって
いる。

・働き方改革関連法の施行に
あわせて、超過勤務の上限
規制について、例規の改正
を行った。
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2019（H31、R元）年度 2020（R2)年度 2021（R3）年度

取組予定・目標

2018（H30）年度
№ 取組名

区
分

概要（内容）担当部署

2019（H31、R元）年度 2020（R2)年度 2021（R3）年度

プ
ラ
ン

進
捗
・
実
績

・女性活躍支援研修は開催
できなかったが、人権課主
催の女性職員行政力アップ
研修に協力するとともに、引
き続きキャリアアップに繋が
る研修等へ派遣（４人派遣）
し、人材育成を推進した。

・これまでの女性活躍支援
研修におけるアンケート結果
や性別を問わず個々のキャ
リア形成のための時代の
ニーズにあった研修を実施
するため、女性活躍支援研
修からキャリア形成支援研修
として、女性に限らず男性職
員も対象に研修を行った。ま
た、女性職員行政力アップ
研修や、研修派遣（1人派
遣）も行い、人材育成を推進
した。

・コロナ禍の開催ではあった
が、感染対策を充分に講じ
たうえで、キャリア形成支援
研修を実施し、40名の参加
があった。

2018（H30）年度

・女性活躍支援研修の実施

30
女性職員の
活躍推進

職員課

（2）市役所改革－○女性活躍の推進

　丸亀市特定事業主行動計画や
女性活躍支援プログラム等に基
づき、女性職員の能力開発や意
識向上を図るとともに、キャリア形
成を意識して人材育成を行う。

・昨年度に引き続き、11月及
び2月に副主任級から担当長
級職員を対象として、女性活
躍支援研修を実施した。（64
人参加）

取組予定・目標
取組名 担当部署 概要（内容）

区
分

№
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2019（H31、R元）年度 2020（R2)年度 2021（R3）年度

取組予定・目標

2018（H30）年度
№ 取組名

区
分

概要（内容）担当部署

プ
ラ
ン

進
捗
・
実
績

・8/22（人材育成、キャリアプ
ランについて）22人参加

・8/29（総合計画、総合戦略
などプランの見方について）
10人参加

・11/8（業務と条例の関係に
ついて）12人参加

・11/12（所得税と住民税に
ついて）16人参加

今回から、男女問わず受講
可能とし、女性講師が登壇
する能力開発・発揮講座を
実施（男性講師も登壇）

・8/18（プランの策定の仕方
と進行管理、審議会の運営
について）10人参加、女性
職員が講師
8/27（入札、契約事務、補助
金等について）26人参加

・11/5（人材育成、キャリアプ
ランについて）23人参加、女
性職員が講師

・11/12（マイナンバー等に
ついて）７人参加

能力開発・発揮講座（全体
研修方式は廃止。すべて選
択個別研修として実施。都
合４回）を実施

8/26（Ｗｅｂ会議・議事録作
成支援システムを実践で学
ぼう）11人参加

10/29（効果的なキャリアプラ
ンを築こう）7人参加、女性職
員が講師

11/2（予算の基礎について
学ぼう）21人参加、女性職員
が講師

11/12（公文書の取り扱い等
について）11人参加、女性
職員が講師

　キャリア形成に対して女性職員
が意欲を持ち続けられるよう、女
性職員を対象とした研修などを
継続的に行う。

・研修などの実施

・6/20（人材育成、キャリアプ
ランについて）24人参加

・7/4（情報公開、個人情報の
取り扱いについて）16人参加

・7/18（議会の概要）11人参
加

30
女性職員の
活躍推進

人権課
（男女共
同参画
室）
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2019（H31、R元）年度 2020（R2)年度 2021（R3）年度

取組予定・目標

2018（H30）年度
№ 取組名

区
分

概要（内容）担当部署

プ
ラ
ン

2021年度の目標
①審議会等への女性登用
率44.0％40.0％
②女性登用率40.0％～
60.0％の審議会等の割合
70.0％
③女性委員のいない審議会
等の数0

進
捗
・
実
績

・事前協議の徹底
・県から提供の人材リストを
庁内ランにて周知

【R3年度の目標に対するR
元年度の実績】①41.7％
②60.7％　③２

・事前協議の徹底
・県から提供の人材リストを
庁内ランにて周知

【R3年度の目標に対するR2
年度の実績】①41.9％　②
60.0％　③2

・事前協議の徹底
・県から提供される人材リスト
を庁内LANにて周知

【R3年度の目標に対するR3
年度の実績】①41.3％　②
66.7％　③2

・事前協議の徹底
・県から提供の人材リストを庁
内ランにて周知

【R3年度の目標に対するH30
年度の実績】①37.6％　②
60.7％　③３

・事前協議の徹底
・女性人材リストの活用促進

　男女共同参画部局への事前協
議の徹底、女性人材リストの活用
促進などにより、目標達成を目指
す。

人権課
（男女共
同参画
室）

31
審議会等委
員の女性登
用
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2019（H31、R元）年度 2020（R2)年度 2021（R3）年度

取組予定・目標

2018（H30）年度
№ 取組名

区
分

概要（内容）担当部署

2019（H31、R元）年度 2020（R2)年度 2021（R3）年度

プ
ラ
ン

・個人番号の付番、個人番
号カード交付
・コンビニ交付サービス開始

進
捗
・
実
績

・個人番号カード交付のた
め、日曜開庁を月１回実施し
た。

・個人番号カード交付数
（3月末）13,259枚、交付率
11.7％

・４月１日よりコンビニ交付
サービスを開始した。（R元
年度コンビニ交付数1,598
枚）

・個人番号カード交付のた
め、日曜開庁を4月～10月と
3月は月に1回、11月～2月
は月に2回実施した。

・個人番号カード交付数
　（3月末）30,909枚、交付率
27.38％

・R2年度コンビニ交付数
3,903枚

・個人番号カード交付のため
日曜開庁を4月は月に1回、
5月と9月は月に2回、6月～8
月は月に3回実施した。
・マイナ・アシストを導入し、7
月からオンラインでの個人番
号カード申請補助を開始し
た。
・個人番号カード交付数
　（3月末） 48,283枚、交付
率42.87 ％
・R3年度コンビニ交付数
9,919枚

プ
ラ
ン

・個人番号の付番、通知
カード送付及び個人番号
カード交付
・コンビニ交付サービス開始

進
捗
・
実
績

・コンビニ交付サービス運用
における技術的なサポートを
行った。

・コンビニ交付サービスにお
ける技術的なサポート

・マイナポイント事業の広報
活動を実施した(広報紙と
HP）

・コンビニ交付サービスにお
ける技術的なサポート

・マイキーID設定における技
術的なサポート

・健康保険証利用における
技術的なサポート

№ 担当部署取組名

・個人番号の付番、通知カー
ド送付及び個人番号カード
交付
・コンビニ交付サービス実施
のためのシステム構築

取組予定・目標

2018（H30）年度

・コンビニ交付サービス実施
のため、システム構築に関す
る助言等を行った。

区
分

・個人番号の付番、通知カー
ド送付及び個人番号カード
交付
・コンビニ交付サービス実施
のためのシステム構築

・個人番号カード交付のた
め、日曜開庁を月１回実施し
た。

・個人番号カード交付数
（3月末）10,468枚

・情報センターにおいてシス
テム構築

　住民票等のコンビニ交付サー
ビスを実施し、市民サービスの向
上につなげる。

　引き続き、個人番号を付番し、
通知カードの送付や個人番号
カードの交付を行う。

分野　（3）市民サービスの向上

（3）市民サービスの向上－○窓口サービスの向上

　住民票等のコンビニ交付サー
ビスを実施し、市民サービスの向
上につなげる。

　引き続き、個人番号を付番し、
通知カードの送付や個人番号
カードの交付を行う。

概要（内容）

32

市民課

情報政
策課

マイナンバー
の利活用によ
る市民サービ
ス向上
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2019（H31、R元）年度 2020（R2)年度 2021（R3）年度

取組予定・目標

2018（H30）年度
№ 取組名

区
分

概要（内容）担当部署

プ
ラ
ン

進
捗
・
実
績

・住民票の写し等交付請求
書と印鑑登録証明書交付申
請書を１枚にまとめた。

・おくやみ手続き窓口を3月
22日から開設した。

・死亡後の手続きをまとめた
「おくやみ手続きのご案内」
を作成した。

・おくやみ手続き窓口に会計
年度任用職員2名を配置し、
おくやみハンドブックを活用
して関連担当課とも連携を
図り、死亡後の各種手続き
や案内を行った。
・R3度対応件数　896件

プ
ラ
ン

進
捗
・
実
績

・窓口サービス検討部会で
新庁舎での利便性の高い窓
口対応のあり方等を検討（検
討部会会議を5回(4/25、
5/29、6/28、7/9、3/27)開
催）

・新庁舎での業務開始によ
り、これまで分散していた各
課の窓口の集約化が図れ
た。

・窓口サービス検討部会を
中心に、新庁舎１階における
中央記載台を起点とした来
庁者の動線を確認。（検討
部会会議を3回（4/24、
7/10、1/26）開催）

・新庁舎の開庁に合わせて
「おくやみ手続き窓口」を設
け、関係課との連絡調整や
申請支援システムを整備。

・窓口サービスアンケートを
実施した。
《実施場所》新庁舎、綾歌・
飯山市民総合センター、本
島・広島市民センター
《実施期間》6/21～7/9
《回収枚数》1,130枚
寄せられた意見をもとに、庁
舎1・2階の窓口に手荷物置
き場を設けたほか、庁舎内
の案内表示の追加やエレ
ベーターの運行調整などを
行った。

・窓口サービス検討部会での
検討

・新庁舎での配置などを窓口
サービス検討部会で検討（検
討部会会議を8/1、8/21に開
催）

・新庁舎での新たな窓口サー
ビスの提供方法について具
体的な方向性を定めることが
できなかったため、進捗状況
については、「C」評価とした。

・市民課窓口体制の検討

・市民課の各種証明書交付
請求書等の見直しについて
検討した。

・市民課の各種証明書交付
請求書等の見直しについて
検討したが、申請書の内容を
まとめることができなかったた
め、進捗状況については「C」
評価とした。

　新庁舎への移行に合わせ、窓
口業務のあり方について検討し、
市民の利便性の高い窓口体制
の構築を図る。

　新庁舎への移行に合わせ、窓
口業務のあり方について検討し、
市民の利便性の高い窓口体制
の構築を図る。

市庁舎建設
に合わせた窓
口体制の構
築

市民課

秘書政
策課

33

・新庁舎での
業務開始

・新庁舎での
業務開始
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2019（H31、R元）年度 2020（R2)年度 2021（R3）年度

取組予定・目標

2018（H30）年度
№ 取組名

区
分

概要（内容）担当部署

2019（H31、R元）年度 2020（R2)年度 2021（R3）年度

プ
ラ
ン

進
捗
・
実
績

・広報紙やHP等の市民への
アンケートを実施し、市民
ニーズの掘り下げを行った。

・「広報まるがめ」にUDフォン
トを採用し、高齢者や視覚障
がいのある人に配慮した紙
面づくりを行った。

・新たな情報発信ツールとし
てPR動画「まるどりTV」を作
成し、市政情報やイベント、
観光情報を発信することで
シティプロモーションの役割
を担った。

AIチャットボットを導入しホー
ムページ機能の向上を図り、
見やすいホームページに改
善を図った。

プ
ラ
ン

進
捗
・
実
績

・引き続き、「情報発信力強
化プロジェクト」を全庁に発
信し、有効にプレスリリースを
活用する手法を庁内に周知
した。

【プレスリリース件数】425件

・「情報発信力強化プロジェ
クト」の取り組みを継続し、プ
レスリリースの有効活用を
図った。

【プレスリリース件数】335件

・「情報発信力強化プロジェ
クト」の取り組みを継続し、プ
レスリリースの有効活用に努
めた。プレスリリース資料の
添削指導を受け、取り上げ
てもらえる資料提供に努め
た。

【プレスリリース件数】340件

取組予定・目標
担当部署

・プレスリリースの作成技術を
向上させ、効果的な発信を検
討し実施する。

・「情報発信力強化プロジェク
ト」を全庁に発信し、その中で
報道機関への効果的な情報
提供方法等を周知した。

【プレスリリース件数】457件

概要（内容）

　市の事業をＰＲするため、プレ
スリリースを今以上に積極的に活
用する。

№ 取組名

　広報と広聴を効果的に連携さ
せることで、市民と行政情報の共
有化を図り、市民の意見を広く聴
くことで、市民ニーズを把握し、
政策形成に役立てる。

　また、広報紙とホームページ等
の連動を図り、情報が確実に伝
わるように努める。

・広報、HPに市民からの意見
とその回答を掲載する。
・不断なる修正を重ね、広報
紙、ホームページの質を維
持・向上させる。

35
プレスリリース
の積極活用

広聴広
報課

34
広聴広報・
ホームページ
等の充実

広聴広
報課

区
分

・広報、HPに「市政に参加」
コーナーを設け、市民の意見
と市の考え方等を掲載した。

・「広報丸亀」のオールカラー
化・ページ数増

2018（H30）年度

（3）市民サービスの向上－○情報の提供と共有の推進
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2019（H31、R元）年度 2020（R2)年度 2021（R3）年度

取組予定・目標

2018（H30）年度
№ 取組名

区
分

概要（内容）担当部署

プ
ラ
ン

・庁内情報ネットワークの整
備

進
捗
・
実
績

・新庁舎での情報系ネット
ワークは、SDNなどの新技術
を取り入れた設計とした。

・ＲＰＡについて、導入に向
けたヒアリングを実施し、ICT
活用研究会で導入する業務
の選定を協議した。

・新庁舎での庁内ネットワー
クの構築及び情報ネットワー
クの移設

・AI・RPA・AI-OCRの導入に
向けての実証実験の実施

・行政のデジタル化に向け
て、国の動きを踏まえ庁内の
基本方針及び取組項目を整
理した。

・総務省が示す「自治体情
報セキュリティ対策の見直
し」に伴う新たな自治体セ
キュリティ対策に対応した庁
内情報システムを導入した。

・AI・RPA等の導入
・電子申請の導入
・WEB会議の導入
・オープンデータの導入
・テレワーク導入に向けた実
証実験

・国の動きを踏まえた行政の
デジタル化に向けて、セキュ
リティポリシーの見直し準
備。

プ
ラ
ン

進
捗
・
実
績

・引き続き、歴史的公文書の
収集・選別など公文書に関
する研修会を行い職員への
周知に努めた（5/15、11/5、
2/26の3回開催し、98人が参
加）

・新庁舎移転に向け庁内関
係課と文書管理に関する調
整を行った。

・各市民総合センターで保
存されている公文書につい
て、各課に整理を依頼すると
ともに、歴史的公文書の収
集・選別など職員への周知
に努めた。

・新庁舎移転時の適正な公
文書の移動及保管について
職員に周知を行った。

・4月に制定した丸亀市公文
書等の管理に関する条例に
基づく公文書の保管や移
管、歴史公文書等の選定基
準などの研修会を実施し、
職員への周知に努めた。
（7/13　38人）

・公文書館の在り方、機能に
ついて課題整理を行い、
R4/2/1に公文書館整備に
係る基本方針（素案）に関す
る懇話会を開催し、意見を
聴いた。

・歴史的公文書の収集及び
公開方法の検討

・各課から歴史的公文書に該
当すると思われる文書を収集
し、選別を行った。

・歴史的公文書を対象とした
研修会を開き職員に周知し
た（5/15、11/6、2/12の３回
開催し、92人が参加）

・新庁舎建設において構築
する情報ネットワーク導入に
ついて、新技術のメリットや動
向など情報収集に努めた。

　歴史的公文書の選別・収集を
進め、将来的な市民への公開の
方法を検討する。

37
歴史的公文
書の利活用
推進

庶務課

36 ICTの推進
情報政
策課

・情報の収集及び整備方法
の検討

　庁内のICT活用を推進し、市民
サービスの向上や事務の効率化
を図る。

　また、新庁舎建設に合わせ、庁
内の情報ネットワーク（機器構成
や配線など）について、運用およ
び維持管理面でより効率的なも
のとなるよう整備を進める。
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2019（H31、R元）年度 2020（R2)年度 2021（R3）年度

取組予定・目標

2018（H30）年度
№ 取組名

区
分

概要（内容）担当部署

2019（H31、R元）年度 2020（R2)年度 2021（R3）年度

プ
ラ
ン

・市民座談会の開催
・指定管理を含めた管理運
営体制の検討
・収蔵作品管理台帳の整備
・長寿命化工事の実施

・丸亀市猪熊弦一郎現代美
術館　指定管理者「業務の
基準」に沿った管理運営の
実施
・作品管理担当職員の募集
（次年度採用予定）

進
捗
・
実
績

・市民座談会の開催（82か
所で開催、375人参加）

・指定管理者の指定
　(公益財団法人ミモカ美術
振興財団）

・収蔵作品管理台帳の整備

・長寿命化工事の実施

・指定管理者が、丸亀市猪
熊弦一郎現代美術館 指定
管理者「業務の基準」に沿っ
た管理運営を行うよう、財団
との協議を重ねるとともに、
例月業務報告にて進捗状況
を確認した。

・美術館の健全な運営を図
るため専門性を有する人材
を確保し活用できるように、
組織を再編し企画力と実行
力を高めることとしている。

・引続き指定管理者「業務の
基準」に沿った管理運営を
行うよう、財団と協議するとと
もに、例月業務報告にて進
捗状況を確認した。

・組織の再編により新設した
部署により子どもへの美術
教育を中心とした事業を実
施した。

・丸亀市猪熊弦一郎現代美
術館運営ビジョン（再生計画
を含む）を改定（R4～）

・市民座談会等の開催
・再生計画策定
＜長寿命化工事＞

・市民座談会を開催（87か所
で開催、823人参加）

・丸亀市猪熊弦一郎現代美
術館運営ビジョン（再生計画
を含む）を策定（Ｈ30.４）

＜長寿命化工事＞
2018.12～2020.3実施予定

（3）市民サービスの向上－○効率的運営と利用向上

№
取組予定・目標

取組名 担当部署 概要（内容）
区
分

　市民座談会や文化振興審議会
など市民や学識経験者の意見を
取り入れ、「MIMOCA再生計画」
を策定し、管理運営体制の見直
しを行う。

38
美術館の管
理運営体制
の見直し

文化課

2018（H30）年度

28



2019（H31、R元）年度 2020（R2)年度 2021（R3）年度

取組予定・目標

2018（H30）年度
№ 取組名

区
分

概要（内容）担当部署

プ
ラ
ン

・指定管理施設となった市民
球場をはじめとした市内全ス
ポーツ施設の効率的な運営

進
捗
・
実
績

・市民球場を含む市内体育
施設について、指定管理者
である（公財）丸亀市体育協
会が自主事業へ有効活用
し、地域住民に向け多様な
スポーツの機会を提供した。
（キッズボールパーク、インド
アペタンク大会等）

・市内スポーツ施設におい
て、丸亀市体育協会が自主
事業で有効活用を図った。
（県内初の障がい者野球
チームの設立に向けた活
動、投・走・打における野球
記録会等）

・丸亀市体育協会は、市内
スポーツ施設を活用し、自主
事業の運動会必勝塾等を実
施。また、身体障がい者野
球四国交流大会、キッズ・
ボールパーク等を実施した。

プ
ラ
ン

・整備方針の策定
・地元協議

・整備方針に基づく実施

進
捗
・
実
績

・遊休施設となる本島中学校
への施設集約化案が自治会
長会にて了承されたことを踏
まえ、具体的な機能配置案
を関係各課と協議し、自治
会長会にて意見聴取した。

・旧本島中学校の整備案が
地域に了承されたことから、
主体・設備設計に着手し、完
了した。

・本島コミュニティセンター及
び本島市民センターの改修
他工事については、5月に屋
外便所解体他工事に着手
し、9月から施設の改修工事
を開始した 。
（R4.8.26供用開始）

・本島において施設を所管す
る各課と検討会を行い、庁内
において、集約化を含め、改
修や移転整備が必要な施設
の状況等を確認した

（施設：本島コミュニティセン
ター、本島市民センター、本
島診療所、第７分団消防屯
所）

・庁内摺り合わせ
・地元協議

・市民球場への指定管理者
制度導入

・委託範囲の拡大

　本島地区における耐震不足や
老朽化している施設について、
集約化等を含めて、広島の事例
を参考に、所管課はじめ地元とも
協議しながら整備に関する具体
的な方向性を検討していく。

　市民球場への指定管理者制度
等の導入について検討を行うとと
もに、市内全スポーツ施設の効
率的な運営を進める。

39
スポーツ施設
の効率的・効
果的な運営

スポーツ
推進課

40
離島公共施
設の集約化
等の検討

生活環
境課
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2019（H31、R元）年度 2020（R2)年度 2021（R3）年度

取組予定・目標

2018（H30）年度
№ 取組名

区
分

概要（内容）担当部署

プ
ラ
ン （指定管理残期間）

・新たな管理体制の導入

進
捗
・
実
績

・各駐車場・駐輪場の指定
管理の継続
・駅南第二自転車駐車場の
指定管理者に、駅前の放置
自転車の撤去、保管、返還
及び駅前広場等の清掃業
務を委託し、業務効率化を
図った。
・駐輪場指定管理業務の更
新に際して、上記の駅前放
置自転車対策等を追加し
た。

【R元年度の実績】
（駅前地下、福島、大手町第
一・第二・第三、港、大手町
西駐車場）
利用台数：459,498台
使用料：117,912千円

（駅南第二自転車駐車場）
利用台数：20,252台
使用料：3,554千円

・大手町地区の公共施設再
編整備後の市営駐車場のあ
り方の検討

・将来を見据えた経営戦略
の策定（R3.2）

【R２年度の実績】
（駅前地下、福島、大手町第
一・第二・第三、港、大手町
西駐車場）
利用台数：401,410台
使用料：90,739千円

（駅南第二自転車駐車場）
利用台数：13,481台
使用料：3,200千円

・各駐車場・駐輪場の指定
管理の継続

・大手町地区の公共施設再
編整備後の市営駐車場のあ
り方の検討

・策定した経営戦略に基づく
施設の整備

【R３年度の実績】
（駅前地下、福島、大手町第
一・第二・第三、港、大手町
西駐車場）
利用台数：431,464台
使用料：98,857千円

（駅南第二自転車駐車場）
利用台数：13,552台
使用料：3,487千円

・各駐車場・駐輪場の指定管
理の継続
・料金、営業時間などの見直
し

・各駐車場・駐輪場の指定管
理の継続
・大手町第一・第二駐車場の
24時間営業の実施

【H30年度の実績】
（駅前地下、福島、大手町第
一・第二・第三、港、大手町
西駐車場）
利用台数：460,960台
使用料：112,441千円

（駅南第二自転車駐車場）
利用台数：20,968台
使用料：3,568千円

　各駐車場について、今以上の
経費削減及び利用台数・料金収
入の増加につながる管理運営体
制について検討する。

　駅南第二自転車駐車場につい
ては、無料化と無人化を検討し、
効率的な管理体制の構築を目指
す。

41

市営駐車場・
自転車駐車
場の管理体
制の検討

都市計
画課
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2019（H31、R元）年度 2020（R2)年度 2021（R3）年度

取組予定・目標

2018（H30）年度
№ 取組名

区
分

概要（内容）担当部署

プ
ラ
ン

進
捗
・
実
績

・郡家第3青い鳥教室を新築
（R2.3月）

・城坤第2青い鳥教室の建
替に係る設計を完了（R2.3
月）

【R2.3.31現在の全青い鳥教
室在籍者数】　1,172人

・富熊小学校長寿命化改修
に伴い校舎内に再整備する
富熊青い鳥教室の設計を完
了（R3.3）

・城坤第2青い鳥教室の建
替工事完了（R3.2月）

・城南青い鳥教室移転整備
に向けた設計を完了（R3.1
月）

【R3.3.31現在の全青い鳥教
室在籍者数】　1,233人

・城南青い鳥教室移転･増室
工事完了（R4.2月）

・富熊青い鳥教室仮設教室
建設（R3.12月）
富熊小学校長寿命化改修
工事に着手（Ｒ3.12月）

【R4.3.31現在の全青い鳥教
室在籍者数】　1,224人

プ
ラ
ン

・こども園への移行
・第2期こども未来計画を策
定

進
捗
・
実
績

・4月から公立２園（平山保育
所、郡家幼稚園）を幼保連
携型認定こども園（城北こど
も園、郡家こども園）に移行
した。

・アンケートや人口推計など
に基づき、教育・保育の量の
見込みと確保方策をはじめ
とする第2期こども未来計画
を策定した。

【H31.4.1現在の就学前教
育・保育施設の利用定員
数】5,499人

・私立園1園（ニチイキッズ六
郷保育園）が4月に開園し
た。

・私立1園（彩芽保育園）が
幼保連携型認定こども園（彩
芽こども園）に移行した。

・公立保育所1園（中央保育
所）と公立幼稚園1園（西幼
稚園）を廃止し、新こども園
（仮称 城乾こども園）を設立
するための基本設計を行っ
た。

【R2.4.1現在の就学前教育・
保育施設の利用定員数】
5,735人

・中央保育所と西幼稚園を
廃止し、新こども園（仮称 城
乾こども園）を設立するため
の実施設計を行った。

【R3.4.1現在の就学前教育・
保育施設の利用定員数】
5,650人

・こども園への移行準備
・一時預かり事業の実施、充
実

・第2期こども未来計画策定
に向けて各施設の整備方針
の策定に取りかかった。

・公立の幼稚園・こども園での
緊急時の一時預かり事業を
開始した(延べ利用者数：963
人）

【H30.4.1現在の就学前教
育・保育施設の利用定員数】
5,251人

・郡家青い鳥教室について、
増築に係る設計を実施

【H31.3.31現在の全青い鳥
教室在籍者数】　1,268人

42

43

就学前教育・
保育施設の
受入体制の
充実

幼保運
営課

　こども未来計画に基づき、2019
（平成31）年度において、郡家幼
稚園及び平山保育所と城北幼稚
園を統合した園をこども園へ移行
するとともに、同年度中に2020年
度からの５年計画となる第2期こ
ども未来計画を策定し、施設整
備等の実施や受入体制の充実
を図り、待機児童の解消に努め
る。

　また、幼稚園・こども園での一
時預かり事業を実施し、保護者
の緊急時の保育支援を図る。

青い鳥教室
の受入環境
の改善

教）総務
課

　児童福祉法の改正により、対象
学年が3年生から全学年となり、
受け入れ児童数が増加している
ため、青い鳥教室の現状や保護
者のニーズ等を踏まえ、計画的
に施設整備等を行う。

・現況を把握し、施設整備等
を検討・実施
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2019（H31、R元）年度 2020（R2)年度 2021（R3）年度

取組予定・目標

2018（H30）年度
№ 取組名

区
分

概要（内容）担当部署

2019（H31、R元）年度 2020（R2)年度 2021（R3）年度

プ
ラ
ン

進
捗
・
実
績

・協働事業（提案型協働事
業２件、ステップアップ補助
事業７件）の実施や活動の
情報共有などを行い、市民
交流活動センターの開館に
むけた団体間の連携づくりを
進めた。

・市民交流活動センターの
パンフレットを全戸配布し
た。

・市民交流活動センター指
定管理者を決定した。
・市民活動情報発信ホーム
ページの再構築を行い、マ
ルタスホームページを作成し
た。
・市民交流活動センター（マ
ルタス）の開館（R3.3.22)
・市民交流活動センター開
館に合わせて、各種活動団
体の情報確認のため個々に
ヒアリングを行い連携を強め
た。

・協働事業（提案型協働事
業２件、ステップアップ補助
事業４件）の実施やコロナ禍
における市民提案型コロナ
対策補助事業として、13事
業を実施した。

・マルタスホームページなど
SNSや館内スペースにおい
て、積極的な情報発信を
行った。(HPアクセス数：
161,774件）

・協働事業（提案型協働事
業２件、ステップアップ補助
事業７件）を実施した。

・ヒアリングや相談等を行っ
た市民活動登録者同士の交
流会を開催した。（市民活動
者交流会参加者数：43人）

プ
ラ
ン

進
捗
・
実
績

・新たな市民参画手法につ
いて、他自治体の取組につ
いて調査・研究を実施した。

・市民交流活動センター登
録団体との連携やデジタル
を活用した新たな市民参画
手法を調査・研究した。

・自治推進委員会により運用
改善に向けた提言をいtだい
た。
・検証作業の中でいただい
た意見を参考に、パブリック
コメントを実施していることを
Facebookに掲載したり、コ
ミュニティセンターでの案内
表示を大きく改善した。

2018（H30）年度

取組予定・目標

（3）市民サービスの向上－○市民・地域との連携

№ 取組名 担当部署
区
分

概要（内容）

　パブリックコメントの実施におい
て、分かりやすい資料の作成や
周知方法など効果的な制度運用
に努めるほか、多様な市民意見
の聴取が図れるよう公募委員等
の運用について改善を行い、市
民参画を進めていく。

市民参画の
促進

秘書政
策課

44 協働の推進
生涯学
習課

45

・パブリックコメント・公募委員
制度の運用改善

・若い世代の市政参加を推
進するため、庁内マニュアル
の内容に｢若い世代の市政
参加について｣を追記し、周
知した。

・積極的な情報発信
・研修会、相談会の開催

・ホームページ｢まるがめっと｣
への情報掲載

・コミュニティ活動の支援をは
じめ、協働事業（提案型協働
事業２件、ステップアップ補
助事業８件）の実施、市民交
流活動センター開館に向け
た講演会やワークショップの
開催（６回、参加者304人）な
ど、多様な主体がまちづくり
に参画できる環境づくりに努
めた。

　市からの積極的な情報の発信
や市民活動に関わる相談会・研
修会等の機会を通して、市民団
体・コミュニティ・企業等との関係
の構築に努め、多様な主体がま
ちづくりに参画できるような環境
づくりを進める。
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2019（H31、R元）年度 2020（R2)年度 2021（R3）年度

取組予定・目標

2018（H30）年度
№ 取組名

区
分

概要（内容）担当部署

プ
ラ
ン

進
捗
・
実
績

・生活協同組合コープかが
わと連携協定を締結

・コープかがわとの協定に基
づき、子育て支援として、４
月から「はじめましてBabyま
る育ボックス」を開始（申込件
数：299件）

・10月から、市広報物をコー
プ配送トラックに掲示開始
（ポスター「救急車の適正な
利用の仕方」など）（ポスター
掲示：3件）

・新たな協定の締結に向け
て5社と協議を進めた。
・ＳＤＧｓなどの社会的課題
に対して、3者と包括連携協
定を締結した。（一般社団法
人古民家再生協会香川、あ
いおいニッセイ同和損害保
険株式会社、明治安田生命
保険相互会社）

プ
ラ
ン

　

進
捗
・
実
績

・本市独自に防災士育成研
修を行い、45名の方が防災
士資格取得をできた。

・自主防災会等連絡協議会
については避難所設営・運
営訓練の実施及び講演会を
開催する予定だったが、新
型コロナウィルスの感染防止
のため、中止とした。

・各地域の防災士資格取得
については、５名が防災士
の資格を取得した。

・自主防災会等連絡協議会
については、R3.1.26 徳島
県へ視察研修に行く予定で
あったが、新型コロナウイル
ス感染症の流行のため、中
止とした。3月には新型コロ
ナウイルスに留意した避難
所受付・設営訓練を実施し
た。（対象：コミュニティと自
主防災組織の方54人、場
所：土器川体育センター）

・各地域の防災士資格取得
については、9名が防災士の
資格を取得した。

・自主防災会等連絡協議会
については、12月に講師を
招き、防災講演会を開催し
た。
・自主防災会等連絡協議会
とコミュニティ連合協議会の
合同訓練は新型コロナウイ
ルス感染防止のため中止と
した。

・助成の継続
・連絡協議会における各種研
修等の実施

・防災士資格取得について
は30年度７名が取得

・自主防災会等連絡協議会
については12月に視察研修
（研修先：人と防災未来セン
ター（神戸市））を行うととも
に、3月には避難所設営運営
訓練(対象：コミュニティと自主
防災組織の方１７３人、場所：
土器川体育センター）を実施
した。

　各地域の自主防災会の防災・
減災に対する取組、また防災士
の資格取得に対し、助成を行
い、地域防災力のレベルアップ
に努める。
　また、自主防災会等連絡協議
会を通じて様々な研修を行い、
継続的な自主防災会活動によ
り、防災力の地域間の平準化に
努める。

・香川短期大学と連携協定を
締結

・連携協定の締結先や連携
事業の内容を一覧にまとめて
市HPで発信

・連携事業の実施
・連携協定の締結

　社会や地域への貢献を意識す
る民間企業や大学等との連携を
広げ、それぞれの特性や資源を
生かし協力しながら効果的な
サービス提供につなげていく。

46
民間企業・大
学等との連携

秘書政
策課

47
地域防災力
の強化

危機管
理課
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2019（H31、R元）年度 2020（R2)年度 2021（R3）年度

取組予定・目標

2018（H30）年度
№ 取組名

区
分

概要（内容）担当部署

プ
ラ
ン

48
民間活力の
検証及び効
果的な活用

全課

（秘書政策課）
・介護ケアプラン作成業務、
市道管理業務など５業務に
ついて、民間委託の可能性
を継続検討した。

・第五次行政改革プランに
おいても引き続き、民間委託
だけではなく、連携協定な
ど、民間活力の活用による
行政運営を掲載した。

(秘書政策課）
・｢業務の効率化｣だけでな
く、｢労働力の確保｣という視
点からも民間活力の活用に
向け担当課ヒアリングを実施
（16課24業務）
　
 

(秘書政策課）
・｢業務の効率化｣だけでな
く、｢労働力の確保｣という視
点からも、さらなる民間活力
の活用に向け、７月から８月
にかけて、担当課ヒアリング
を実施（13課13業務）。

・新たに、令和３年度予算に
計上
１．ふるさと納税業務（広聴
広報課）
①6,402千円（ふるさと納税
業務委託料）

２．各種がん健診受診券の
封入・封緘・発送業務（健康
課）
①4,378千円（健診案内印刷
及び発送業務委託料）

３．ごみ収集運搬業務（ク
リーン課）
①55,146千円（ごみ収集運
搬業務委託料（民間委託拡
大分））

　

　民間委託等の検証や事務事業
の点検を行い、民間委託等の効
果的な活用について検討を行
う。

進
捗
・
実
績

・業務の検証
・活用の検討

（秘書政策課）
・第四次丸亀市行政改革プ
ランにおける民間活力活用
可能業務について担当課に
ヒアリング(27課37業務）を実
施し、可能なものをH31年度
予算に計上した。

１．市民税課税業務入力等
支援（税務課）
①560千円（事務応援業務派
遣委託料）
②見込まれる行革効果額：時
間外勤務当の削減、
△約1,000千円

２．市民球場管理運営業務
（スポーツ推進課）
①57,000千円（指定管理委
託料）
②正規職員３人分の削減、
約△9,889千円

３．住民票・戸籍等郵送業務
（市民課）
①1,498千円（賃金）
②正規職員0.7人分の削減
△約４,０00千円

４．境界確定業務（財務課）
①900千円（境界画定業務委
託料）
②未定
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